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花と笑顔あふれる“ローズマルシェ”
―さくらクリエイション ―
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市民活動センターあやせ

TEL＆FAX ：
E メ ー ル ：
開 館 時 間 ：
休 館 日 ：

０４６７-70-1232
ayasenposc@gmail.com
9：00～ 21：00
毎週火曜、第3水曜(12/17,1/21,2/18)
年末年始

〒252-1107 綾瀬市深谷中1-3-1中央公民館内

※ホームページで最新情報を発信しています。
　「市民活動センターあやせ」で検索してください。 登録団体数 ： 168 団体（2025年 10月末現在）

「地域や社会のために何かしたい…」
そんな思いを形にしたくなったら
是非相談してみてください！

【活動日時】　不定期
【連絡先】　 090-1804-8103（同会 水上さん）

　「さくらクリエイション」は、市内の市民活動を支援しながら、自らも積極的に発信・活動を行うこ
とで、地域の発展に寄与することを目的に、2025年4月に発足しました。現在は５名のメンバーで、
それぞれの得意分野を生かしながら、イベント企画やチラシ作成・印刷、キッチンカーやイベント出
店者スタッフの派遣など、幅広い事業を展開しています。
　10月25日（土）・26日（日）と11月８日（土）・９日（日）には、市内のあやせローズガーデンで「ロ
ーズマルシェ 秋」の開催に協力。バラの見ごろに合わせて、軽食を楽しみながら、おしゃれな雑貨の
ショップを楽しめるイベントとして、会場にはキッチンカーを含む１５店舗が並び、バラの香りに包
まれた園内は多くの来場者でにぎわいました。
　同会のメンバーは「イベントの企画やチラシ作りでお困りの方は、ぜひ気軽に声をかけてくださ
い。小さなご依頼から大きなプロジェクトまで、イメージを大切にしながら一緒に創り上げていき

たいです」と話してくれました。
　地域に寄り添い、まちを元気にする“クリエイションの輪”は、これ
からも広がっていきそうです。

『福祉ふれあいまつり』  やきとり販売でセンターをPR
　９月28日（日）に綾瀬市オーエンス文化会館で、
『第34回あやせ福祉ふれあいまつり』が開催され、
当センターを運営している「NPO法人コミュニティ
サポートあやせ」は、今年度も「やきとり」を販売し
ながらセンターをPRしました。
　イベントには、家族連れの方や福祉関係の方々
がたくさん訪れ、1000本があっという間に完売。当
センターの存在もしっかりアピールできました。市

内だけでなく、近隣市町
からの来場者も多く、みな
さんと楽しく過ごすことが
できました。

2階「ミーティングスペース」をご活用ください

主　催：一般財団法人 ハウジングアンドコミュニティ財団
期　限：2026 年1月9日（金）
金　額：1件あたり120万円以内
概　要：　
　

問合せ： ☎03-6453-9213
　　　　 　一般財団法人ハウジングアンド
            コミュニティ財団
＊これらの情報は市民活動センターあやせに掲示している情報です。
　最新の情報や募集要項など、詳細については当センターまでお問い合わせください。

第27回社会貢献基金助成

地域の種々の災害の救済、社会福祉
事業、環境保全事業など社会貢献活
動を行う各種団体等への助成

住まいとコミュニティづくり活動助成

市民活動のための助成金情報

主　催：一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会
期　限：2026 年1月３１日（土）
金　額：1件あたり200万円以内
概　要：　
　

問合せ： ☎03-3596-0061　　　　　
      　   一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会

財団の自主事業として、市民の自発
的な住まいづくりやコミュニティの
創出と地域づくり活動を支援

当センターでは、市民活動に取組むみなさんのために
2階「ミーティングスペース」を設けています。

詳しくは当センター（下記）までお問い合わせください。

・団体内の打ち合わせなどにご利用ください
・ご利用は2時間以内でお願いします
・事前にご予約をお願いします
・当センターの開館時間、休館日をご確認ください
・料金は無料です



あやせの市民活動情報

第２回「綾瀬ふるさと子ども検定」実施 紹介している団体は、2025 年 8月 1日以降に登録された団体です。
登録を希望する団体は当センターまでご連絡ください。

あやせブタッコリ～ロケ隊（登録No.198）
設立年月日
活動 分 野
活 動目的
活 動 内容

新 規 登 録 団 体 紹 介

あやせ文化芸術祭実行委員会（登録No.199）
設立年月日
活動 分 野
活 動目的

活 動 内容

2025 年 5月21日
学術・文化・芸術・スポーツ
市民の文化芸術活動の振興を図るため、発表及び創造の場と機会を設け、ふれあい
と文化薫り高い魅力的なまちづくりを推進するために、あやせ文化芸術祭を開催する。
あやせ文化芸術祭の開催。

2025 年６月１日
まちづくり、観光、学術・文化・芸術・スポーツ、男女共同参画、市民活動支援
市民の郷土愛を深める。シティプロモーションのためのさまざまな活動の促進。
市内でのロケサポート活動、綾瀬ならではのグルメ開発、左記のためのPR 活動。
その他目的達成に必要な活動。
  問い合わせ　

空遊舎（登録No.200）
設立年月日
活動 分 野

活 動目的

活 動 内容

2021年 4月1日
社会教育、まちづくり、観光、農山漁村・中山間地域振興、学術・文化・芸術・スポーツ、
災害救援、子どもの健全育成、情報化社会、科学技術、市民活動支援
ドローンの操縦技術向上。ドローンを通じた交流、地域貢献。ドローン関連の知識や
情報を共有すること。
ドローン操作の練習、安全な飛行ルールの学習。空撮やイベントの企画、防災訓練への協力。

さくらクリエイション（登録No.201）
設立年月日
活動 分 野
活 動目的

活 動 内容

2025 年 4月15日
まちづくり、観光、市民活動支援
市内の市民活動団体の支援を主な事業としながら、自らも発信、活動を展開し、市の
発展に寄与する。
イベント企画・相談、チラシ作成・印刷、キッチンカースタッフ派遣。

8月21日に、「第2回
綾瀬ふるさと子ども検
定」が中央公民館で実
施され、学童保育クラ
ブに通う小学校5、6
年生、27人が参加し

親子で多文化交流「キッズフェスタ」
　9月14日に、
「キッズフェスタ
2025」が中央
公民館とオーエ
ンス文化会館で
開催されました。
　このイベント ました。

　試験は「あやせクイズ」のあとに行われ、歴史・
文化・産業・自然・行政と多分野の試験30問に
子ども達は取り組みました。試験後には、問題にま
つわる「おもしろ7不思議」の話で子ども達を楽し
ませました。試験の講評後には、受験者全員に認

市民活動補償制度をご存知ですか？

詳細については当センターまでお問い合わせください

は、AIFAあやせ国際友好協会・あやせムスリム
女性の会・綾瀬市市民活動推進課主催の多文化
親子交流事業。クラフト体験やワークショップ、
フリーマーケットなど多彩な企画に、子どもから
大人まで多くの来場者が参加しました。
　国際色豊かな各ブースや体験コーナーでは、さ
まざまな文化に触れながら、笑顔あふれる交流
が広がりました。また、同時開催の「英語村」では、
子どもたちがゲームや買い物を通して英語に親し
み、楽しく学ぶ姿がみられました。
　会場は終始にぎやかな雰囲気に包まれ、親子
で一緒に楽しめる一日となりました。

定証と記念品のボールペンを授
与。最後にみんなで記念撮影を
行いました。
　高橋会長は「子ども達に事前
に問題集を配布し、この場は勉
強会。綾瀬をもっと好きになって
もらえたら」と話していました。

「市民活動補償制度」は、市民活動中に起こってしまった予期せぬ事故によるケガ
等について補償することで、市民が安心して市民活動を行えるようにする制度で
す。この制度は、綾瀬市が保険会社と契約を結んでいるため、事前の登録・保険
申込・保険料の支払いは、必要ありません。

問合せ：綾瀬市 市民活動推進課 ☎ 0467-70-5640

かがやき

令和 8年度 綾瀬市市民活動応援補助金の受付開始
市内の市民活動団体を応援する「綾瀬市市民活動応援補助金」(きらめき補助金)の応募
受付が始まりました。事業経費の一部を補助金として交付するものです。
区分 ひかり

趣旨

団体の要件

補助金額

活動を始めたばかりの団体が勇気を
もって市民活動に取り組むための支援

事業経費の１００％以内
上限額５万円

設立3年未満の団体（令和８年４月１日時点）

プレゼンテーション　※事業内容がわかれば、方法は自由選考方法

既に活動している団体の活動を一層
充実・発展するための支援

【1回目】
事業経費の 80%以内 上限額 20万円
【2回目】
事業経費の 70%以内 上限額 15万円
【3回目】
事業経費の 60%以内 上限額 10万円

2025年12月1日(月)～2026年1月９日(金) ＊予約制事前相談
2025年12月1日(月)～2026年1月16日(金)企画書提出

交付回数の制限 １団体１回まで

設立１年以上の団体（令和８年４月１日時点）

１事業につき３回まで

①　補助金合計額は、市民活動推進基金の残高を勘案して決定いたします。
②　この事業は、費用の一部を補助金で支援する制度です。事業の参加費を徴収したり、寄付金を募るなど、自主財源の確保を行い、補助金
　　交付終了後も事業継続に努めてください。
③　同事業で複数回補助金交付を希望する場合は、前年度と比較し、事業を発展させ、活動を軌道に乗せるための取組みがされていることが
　　前提になります。


